
年金だより　

新成人の皆さん
おめでとうございます。

【20歳から国民年金】
住民税務課 電話�0994-22-3039
住民生活課 電話�0994-25-2511
鹿屋年金事務所 電話�0994-42-5121

　

日
本
に
住
む
20
歳
60
歳
未
満
の

す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保

障
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気
や

ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
、
一

家
の
働
き
手
が
無
く
な
っ
た
と
き

な
ど
、
あ
な
た
や
あ
な
た
の
家
族

を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
加
入
の
届
出
や
保
険

料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、「
あ
の
時
に
…
」
と
後
悔
す

る
前
に
、
国
民
年
金
に
加
入
し
ま

し
ょ
う
。

　

加
入
手
続
き
は
、
役
場
国
民
年

金
担
当
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。（
20
歳
前
に
就
職

し
て
厚
生
年
金
等
に
加
入
中
の
方

は
、
加
入
手
続
き
は
不
要
で
す
。）

　

な
お
、
学
生
の
方
や
収
入
が
少

な
く
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方

の
場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
」
や

「
若
年
者
納
付
猶
予
」
な
ど
保
険
料

の
支
払
い
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
の
で
、
国
民
年
金
の
加
入

手
続
き
と
併
せ
て
役
場
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

●   

年
金
手
帳
は
大
切
に
保
管

し
ま
し
ょ
う
。

　

公
的
年
金
制
度
で
は
、
す
べ
て
の

制
度
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
基

礎
年
金
番
号
が
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
に
加

入
す
る
と
基
礎
年
金
番
号
が
記
載

さ
れ
年
金
手
帳
が
交
付
さ
れ
、
加

入
記
録
や
保
険
料
の
納
付
状
況
な

ど
が
こ
の
番
号
で
管
理
さ
れ
ま
す
。

　

年
金
手
帳
は
、
年
金
に
関
す
る

手
続
き
の
際
に
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　錦江町では、電気料金等のように「口座振替（預貯金通帳からの自動引き落とし）」を推進していくことにな
りました。

【対象となるもの】
　町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・
町営住宅使用料・簡易水道使用料・農業集落排水使用料
※�納税奨励金は無くなりますが、これに見合うように自治会運営活動交付金として同様の金額を完納状況
等に応じて自治会に支給します。

【引き落としの開始】
　申し込みをされた月の翌 月々から振替開始となります。
※平成２３年２月末までに申し込みされますと平成２３年度の４月から開始される予定です。

【申し込み手続き】
　次の取扱金融機関に、預貯金通帳と通帳印を持参し、備え付けの申込書で納付される方で、それぞれ
お申し込みください。
　なお、振替に必要な手数料は町で負担します。

【取扱金融機関】
鹿児島きもつき農協、鹿児島銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島興業信用組合、ゆうちょ銀行
※口座振替推進についてご不明な点は、錦江町役場の下記係までご連絡ください。

【本　庁】 税　関　係 ………………… 住民税務課 ℡ ２２－３０３７
 介護保険・後期高齢関係 … 保健福祉課 ℡ ２２－３０４３
 水道・住宅料 ……………… 建　設　課 ℡ ２２－３０３３

【支　所】 税・後期高齢関係 ………… 住民生活課 ℡ ２５－２５１１
 住　宅　料 ………………… 地域振興課 ℡ ２５－２５１１
 水道・農業集落排水 ……… 産業建設課 ℡ ２５－２５１１

お問合せ先

【錦江町は「口座振替」を推進します！】
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